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センキュウ末 1 

生薬の性状及び純度試験(3)の項を次のように改める． 2 

生薬の性状 本品は灰色～淡灰褐色を呈し，特異なにおいがあ3 

り，味は僅かに苦い． 4 

本品を鏡検〈5.01〉するとき，無色の糊化したでんぷん塊5 

又はでんぷん粒とこれらを含む柔組織の破片，径15 ～ 30 6 

μmの網紋道管の破片，径20 ～ 60 μmの厚壁で木化した木部7 

繊維束の破片，黄褐色のコルク組織の破片，分泌組織の破片8 

を認め，階紋及びらせん紋道管の破片を認めることがある． 9 

純度試験 10 

(３) 異物 本品を鏡検〈5.01〉するとき，径20 μmを超え11 

る大型のでんぷん粒は認めないか，又は認めることがあって12 

も僅かである．また，石細胞及びシュウ酸カルシウムの結晶13 

を認めない． 14 

 15 


